
①雇用契約申請→雇用をクリック

②基本必要情報を入力します→「次のステップへ」

③個人基本情報の入力

この画面では、採用媒体、採用経路、紹介手数料、採用者のメールアドレス情報を入力、「次のSTEPへ」を押します。

→紹介手数料はe-human連携項目

アルバイト新規申請用稟議マニュアル

新規雇用の場合は入社日

無期雇用の場合は2382/12/31

有期の場合は契約終了予定

半角スペースで姓名を区切る。

全角ひらがな、漢字、カタカナ、半角大文字英字のみ入力可

半角スペースで姓名を区切る。

半角ｶﾅ、半角スペースのみ入力可

生年月日、性別を入力

入社前に、ＣＷＳで入社手続きが必要である為、

個人メールアドレスが必須になります。

※スマホはライセンス料に限りがありますので可能な

限り「利用する（私用PC）」を選択ください

・アルバイト（有期）

・アルバイト（無期）

採用経緯を選択

・媒体名、紹介会社名を入力



④契約情報および所属情報の入力

1、所属情報の入力（発令情報）

所属組織、役職、職能資格、勤務先事業所を入れます。

選択する雇用契約分類CDによって画面項目が多少異なります

２、契約基本情報

契約基本情報を入力します

【アルバイト：雇用契約分類5000】

所定労働時間（日）は１日当たりの平均の労働時間を選択してください（有給、子の看護休暇、介護休暇の分母になります）

３、契約労働条件

契約労働条件を入力します

＜アルバイト＞

月～日の勤務時間を入力します

【一括入力】に勤務時間／休憩時間を入れる、月～日まですべて同じ値が反映します。

休日及び曜日により時間が異なる場合などは適宜修正してください。

採用者の所属部門、勤怠部門、

費用部門を入力

（テキスト検索で検索可能）

・社員区分２は自動で表示

・入社形態は通常を選択

就労場所（建物）を選択

・就業場所の変更有無選択必須

・変更ある場合は、変更内容入力

通常は採用を選

時給を入
所定労働時間（日）2h～8h間で選択します。※原則0.5h刻み

プルダウンが長いので、数字入力＋Enter押下がおすすめです。

所定労働日数を１日～５日間で選択します。

DD法適用区分選択必須

・契約更新の有無選択必須

・契約上限選択

・業務内容の変更有無選択必須

・変更ある場合は、変更内容入力

有期5年超えた場合の契約変更の有無



8時間以外の労働条件が存在するため、契約勤務時間を時間換算する仕様にしています。

ただし、30分刻み以外の契約勤務時間は時間変換されません。入力自体はできます

休日はすべてゼロにします。（台帳側で、ゼロ時間＝休日と表示する、の条件を組む想定）

４、社保情報

「④契約基本情報」で入力した内容が表示されます。

日所定労働時間　＝１日の所定労働時間平均

週所定労働日数　＝１週間の所定労働日数

⑤社保判定

契約情報を元に社会保険判定を自動で行います。 

日曜まで続きます

【一括入力】に勤務時間／休憩時間を入れる

と、月～日まですべて同じ値が反映します。

休日及び曜日により時間が異なる場合など

は適宜修正してください。

※特に休日は、必ず数値を「０」に戻して下さ

・契約情報を元に社会保険判定を自動で行います。

・「＋」をクリックすると判定内容が閲覧できます。

契約書へ注意事項や特記事項を明示する場合に



⑥入力内容の確認

⑦送信を押します

⑧各添付ファイルを添付→ファイル送信を押します

⑩申請完了です。「メインページへ戻る」を押します

★参考

【一時保存】

保存したい場合は、画面右端の「一時保存」を押すと保存できます

【一時保存の行き先】

CWSトップページの「一時保存書類一覧」にあります

以下略


